
  令和６年３月１日      富 山 県 報        第 5200号  1   

  

 

 

 

 

 
第5200号 

 

  目      次  
    

   告  示 

 ○指定障害福祉サービス事業者の指定                 １ 

 ○指定障害福祉サービスの事業の廃止                 ２ 

 ○道路の区域変更                           

 ○道路の供用開始                          ３ 

 ○指定管理者の指定                         ４ 

   公  告 

 ○令和６年二級建築士試験及び木造建築士試験の施行          ６ 

 ○基本測量の実施                          ７ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第73号 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第29条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり 

指定したので、同法第51条第１号の規定により公示する。 

  令和６年３月１日 

                   富山県知事  新  田  八  朗  
 

指定障害福
祉サービス
の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支 
援Ｂ型 

令和６年 
３月１日 

1610200923 株式会社高 
田工芸 

高岡市立野 
3090番地１ 

アルテ・マ 
ーノ 

高岡市立野 
3090番地１ 

就労移行支 
援・就労継 
続支援Ｂ型 

令和６年 
３月１日 

1610200931 スケッチ株 
式会社 

高岡市駅南 
二丁目３番 
５号西側１ 
階 

おかげさま 高岡市中川 
町1番14号 

 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年３月１日 

金 曜 日 



  2  令和６年３月１日    富 山 県 報           第 5200号   

 

富山県告示第74号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

就労移行支 
援・就労継 
続支援Ｂ型 

令和６年 
２月29日 

1610200667 クーネス株 
式会社 

高岡市東上 
関 314番地 

おかげさま 高岡市中川 
町１番14号 

 

 

富山県告示第75号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月１日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
北羽入入善線 

下新川郡入善町椚山 728
番から 
 
下新川郡入善町椚山 728
番まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  7.0 
 

最小   6.4 
52.0 

新川土木
センター
入善土木
事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  7.6 
 

最小   6.5 
52.0 
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県道 
 
富山港線 

富山市西宮町19番13地先
から 
 
富山市西宮町19番20地先
まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 11.1 
 

最小  10.1 
22.2 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 11.6 
 

最小  10.1 
22.2 

県道 
 
東老田白石線 

富山市東老田 777番から 
 
富山市東老田 796番１ま
で 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 10.3 
 

最小   5.3 
160.6 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 12.8 
 

最小   7.5 
160.6 

 

 

富山県告示第76号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月１日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
北羽入入善線 

 
下新川郡入善町椚山 728番から 
 
下新川郡入善町椚山 728番まで 
 

 
 

令和６年３月１日 
 
 

新川土木
センター
入善土木
事務所 

県道 
 
富山港線 

 
富山市西宮町19番13地先から 
 
富山市西宮町19番20地先まで 
 

 
 

令和６年３月１日 
 
 

富山土木
センター 
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富山県告示第77号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（令和17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県教育文化会館 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

 

富山県告示第78号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（令和17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県高岡文化ホール 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 
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富山県告示第79号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（令和17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県新川文化ホール 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

 

富山県告示第80号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県利賀芸術公園 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 
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令和６年二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について 

 建築士法（昭和25年法律第 202号）第13条の規定により、令和６年二級建築士試 

験及び木造建築士試験を次のとおり実施するので、富山県建築士法施行規則（昭和 

25年富山県規則第 108号）第13条の規定により公告する。 

 なお、試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の６第１項の規定により、富 

山県指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターに行わせる。 

  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験日及び時間 

 ⑴ 学科の試験 

  ア 二級建築士試験 

    令和６年７月７日（日）午前10時10分から午後５時20分まで 

  イ 木造建築士試験 

    令和６年７月28日（日）午前10時10分から午後５時20分まで 

 ⑵ 設計製図の試験 

  ア 二級建築士試験 

    令和６年９月15日（日）午前11時から午後４時まで 

  イ 木造建築士試験 

    令和６年10月13日（日）午前11時から午後４時まで 

２ 試験地 

 ⑴ 学科の試験 

  ア 二級建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

  イ 木造建築士試験 

    富山市五福3190 富山大学工学部 

 ⑵ 設計製図の試験 

  ア 二級建築士試験 
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    富山市五福3190 富山大学工学部 

  イ 木造建築士試験 

    富山市新総曲輪４‐18 富山県民会館 

３ 受験申込手続（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

 ⑴ 受付期間 

   令和６年４月１日（月）午前10時から４月15日（月）午後４時まで 

 ⑵ 申込方法 

   公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（https://www.ja 

  eic.or.jp/）において、必要な事項を入力し申し込むこと。 

   なお、インターネットによる申し込みが行えない正当な理由がある場合（身 

  体に障がいがありインターネットの利用が困難である等）には、令和６年４月 

  ８日（月）までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部に申し出ること。 

４ 合格者の発表 

 ⑴ 学科の試験の合格者の発表（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

   令和６年８月26日（月）（予定） 

 ⑵ 設計製図の試験の合格者の発表（二級建築士試験、木造建築士試験共通） 

   令和６年12月５日（木）（予定） 

５ その他 

 ⑴ 「設計製図の試験」の課題は、令和６年６月12日（水）頃から公益財団法人 

  建築技術教育普及センターのホームページ(https://www.jaeic.or.jp/)におい 

  て公表する。 

 ⑵ 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あ 

  らかじめ受付期間内にその旨を申し出ること。 

 

 

基本測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から 

次のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公 

示する。 

https://www.ja/
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  令和６年３月１日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  基本測量（水準測量） 

２ 作業期間 

  令和６年３月１日から令和７年３月31日まで 

３ 作業地域 

  富山市、魚津市、滑川市、黒部市、射水市、下新川郡入善町 
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